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カテゴリー:お知らせ 

 

「埼玉県土地利用基本計画（計画書）」の変更について 

 
 国土利用計画法に基づき、都道府県は、国土利用計画（全国計画及び

都道府県計画）を基本として、都道府県における土地利用の基本方向や

調整方針などを定めた土地利用基本計画を策定するものとされていま

す。このたび、令和５年１０月１３日に策定した「第５次埼玉県国土利

用計画」を踏まえ、埼玉県土地利用基本計画（計画書）を変更しました

のでお知らせします。 

 

１ 計画の概要 

 土地利用基本計画は、計画書と計画図で構成されています。 

 今回変更した計画書では、人口減少等を踏まえ、本県の土地利用の基本方向や五

地域（＊１）が重複している地域の土地利用調整方針などを定めています。 

（主な内容） 

１ 土地利用の基本方向 

 ・県土利用の現状及び課題 

 ・県土利用の基本方針 

 ・土地利用の原則 

 ・ゾーン別の土地利用の原則 

２ 五地域区分が重複している地域の土地利用調整方針 

 ・「土地利用の基本方向」を踏まえた調整方針 

 ・重複地域別調整方針 

３ 土地利用基本計画の管理 

（＊１）国土利用計画法第９条に規定する５つの地域「都市地域、農業地域、森林

地域、自然公園地域及び自然保全地域」を指します。 

令和６年６月２８日 

企画財政部部 土地水政策課 
土地政策担当 奥重、大野 

直通 048-830-5484 
内線 5484 

E-mail: a2180-04@pref.saitama.lg.jp 
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２ 変更後の計画の入手方法 

埼玉県のホームページからダウンロードできます。 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0108/saitamakennokokudoriyoukeikaku.html 


